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桟（かけはし）ネット運営規定 

 
 
１．規約第１３条に定める分担金、協賛金、桟ネット登録料（第１５条、第２３条、第３４条にも該当）ならびに

第３２条に定めるホームページの掲載期間は、当面以下の通りとする。 

分 担 金         ７万円／年 

協 賛 金         ７万円／年 

桟ネット登録料 

法人エンジェル     無料 

個人エンジェル     無料 

ベンチャー        ２万円（掲載期間１年間、修正・変更回数２回） 

 

２．規約第１９条に定めるエンジェル登録申込書の記載項目は、以下の通りとする。 

    ＜個人の場合＞ 氏名 

連絡先 

職業およびこれまでの経歴 

これまでの未公開株投資実績 

推薦者名 

投資を希望する事業分野（※） 

投資を希望する企業の所在地（※） 

投資を希望する企業の成長ステージ（※） 

投資を希望する企業への投資額（※） 

投資以外に支援を希望する内容（※） 

ベンチャー支援に対する意思 

  （※の部分は、桟ネットのホームページに掲載する情報） 

 

＜法人の場合＞ 代表者氏名 

担当者氏名 

連絡先 

自社の株式上場 

関連会社の株式上場 

事業内容 

過去３年分の財務諸表 

推薦者名 

投資を希望する事業分野（※） 

投資を希望する企業の所在地（※） 

投資を希望する企業の成長ステージ（※） 

投資を希望する企業への投資額、（※） 

投資以外に支援を希望する内容（※） 
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ベンチャー支援に対する意思 

  （※の部分は、桟ネットのホームページに掲載する情報） 

 

３．規約第２０条に定める審査項目は、以下の通りとする。 

    １．個人エンジェル 

推薦者に申込者について照会の上、エンジェルとしての適性を判断する。 

適性が判明しない場合は、エンゼルホットラインにて面談し、エンジェルとしての資質を判断する。 

    ２．法人エンジェル 

提出された資料をもとに、推薦者に申込企業について照会の上、協議会で総合的に判断する。 

 

４．規約第２２条に定める桟ネットエンジェルの掲載事項は、以下の通りとする。 

属性（個人または法人） 

関心を持つ事業分野 

投資を希望する企業の所在地 

投資を希望する企業の投資規模 

投資を希望する企業のステージ 

その他特記事項（掲載の有無は、協議会に一任とする） 

 

５．規約第２９条に定めるベンチャーの申込書に記載すべき事項は以下の通りとする。 

会社名 

連絡先 

創業年月 

代表者名 

代表者の経歴 

従業員数 

資本金額 

株主構成 

過去３年間の決算（売上、経常利益） 

業種 

現在所属する成長ステージ 

必要投資額 

株式公開または事業売却予定時期 

投資以外に希望する支援内容 

       

６．規約第３０条に定める審査事項は以下の通りとする。 

ビジネスプランの整合性 

ビジネスプランの新規性、独自性 

ビジネスプランの将来性、成長性 

その他特記事項 
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７．規約第３１条に定めるホームページへの掲載事項は次の通りとする。 

＜不特定多数に公開する情報＞ 

ビジネスプランの題名 

会社所在地（市区町村まで） 

資本金額 

創業年月 

不特定多数に公開する情報に加え、  

従業員数 

業種 

現在所属する成長ステージ 

株式公開または事業売却予定時期 

希望する投資額 

投資以外に希望する支援内容 

 

＜桟ネットエンジェルに公開する情報＞ 

不特定多数に公開する情報に加え、 

企業名 

会社所在地 

代表者の経歴および年齢 

株主構成 

売上高 

経常利益 

事業の概要および利益の源泉 

財務計画・資金計画 

その他、申込書に記載した事項 

 

８．この規定の施行日は、桟ネット運営協議会規約と同一日とする。 

 

 

附   則 
（実施の時期） 
１  規定１、規定７の改正規定は、平成１８年５月２２日から実施する。 

 


